
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府が進める「働き方改革」への取り組みは、すべての職場が対象です。今回は、労働局や滋賀県が行う「働
き方改革」に関する助成金等の施策についてお知らせするとともに、滋賀県内の企業さまから具体的な取組
事例をご紹介いただきます。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。 

2018 年 1 月 23 日(火) 
14:00～16:30（受付開始 13:30） 

「働き方改革」コラボセミナー 
～中小企業の働き方改革に向けて～ 

 

「働き方改革」コラボセミナー 参加申込書  FAX：077-521-2867 
（滋賀銀行 営業統轄部 地域振興室 あて） 

企業名                                                      

業 種                            役職                        

電話番号                                                     

氏
フ リ

名
ガ ナ

                                                      

参加費無料 定員 100 名 先着順 

日程 

しがぎん草津ビル 6 階大会議室 
住所：草津市大路 1-14-26 号   アクセス：JR 草津駅から徒歩約 5 分 
※駐車場がご利用いただけません。公共交通機関をご利用ください。 

プログラム（予定） 
1. 「働き方改革」の推進などを通

じた労働環境の整備 
（滋賀労働局／大山局長） 

2. 滋賀県の働き方改革の支援策 
（滋賀県商工観光労働部） 

3. 企業における取組事例の紹介 
(1) 古河 AS㈱ 
(2) あいの土山福祉会エーデル土山 

4. 質疑 

会場 

対象者 中小企業の経営者、人事部門のご担当者 
お 申 込 み 滋賀銀行 営業統轄部 地域振興室 TEL 077-521-2347 
プ ロ グ ラ ム 滋賀労働局 雇用環境・均等室    TEL 077-523-1190 

問合せ 

滋賀銀行・滋賀県・滋賀労働局の三者共催による 


